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 伊勢市営宇治駐車場条例をここに公布する。 
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伊勢市条例第 20 号 

   伊勢市営宇治駐車場条例 

 （設置） 

第１条 宇治地区における交通渋滞の解消を図るとともに、市民及び観光

客の利用に供するため、伊勢市営宇治駐車場（以下「駐車場」という。）

を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

 （駐車できる自動車） 

第３条 駐車場に駐車できる自動車は、別表第２のとおりとする。 

 （供用時間） 

第４条 駐車場の供用時間は、午前０時から午後 12 時までとする。ただし、

伊勢市営宇治第５駐車場及び伊勢市営宇治第６駐車場に自動車を入庫

することができる時間は、次の各号のとおりとする。 

 (1) ４月から９月まで 午前７時から午後７時まで 

 (2) 10 月から３月まで 午前７時から午後５時まで 

 （駐車料金） 

第５条 駐車場の使用に係る料金（以下「駐車料金」という。）は、別表第

３のとおりとする。 

 （駐車料金の納付方法） 

第６条 駐車場を使用した者（以下「使用者」という。）は、自動車を出庫

させる際に、駐車料金を納付しなければならない。ただし、駐車回数券

に係る駐車料金は、これを発行する際に納付しなければならない。 

 （駐車料金の減免） 

第７条 市長は、公益上特別の事由があると認めるときは、駐車料金を減

額し、又は免除することができる。 
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 （駐車料金の不還付） 

第８条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、駐車料金の全部又は一部を還付することができる。 

 （駐車の拒否） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否する

ことができる。 

 (1) 駐車場の構造上又は管理上駐車させることが不適当と認めるとき。 

 (2) 発火性、引火性又は爆発性のある危険物を積載しているとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めると

き。 

 （禁止行為） 

第 10 条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 他の自動車の駐車を妨げる行為 

 (2) 駐車場の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれのある行為 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認める行

為 

 （損害賠償） 

第 11 条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を汚損し、

毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

２ 使用者が第三者に損害を与えたときは、当該使用者は、その責めを負

わなければならない。 

３ 天災、火災、盗難その他市の責めに帰さない事由によって使用者及び

第三者が被った損害に対しては、市は、その賠償の責めを負わない。 

 （供用の休止） 

第 12 条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めると

きは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。 
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 （委任） 

第 13 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 24 年３月 31 日までの間において規則で定める日か

ら施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の規定に基づく駐車回数券の発行その他の準備行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

別表第 1（第２条関係） 

名称 位置 

伊勢市営宇治第１駐車場 伊勢市宇治浦田１丁目 221 番１ほか 

伊勢市営宇治第２駐車場 伊勢市宇治浦田１丁目 205 番４ほか 

伊勢市営宇治第３駐車場 伊勢市宇治浦田１丁目 274 番ほか 

伊勢市営宇治第４駐車場 伊勢市宇治浦田１丁目 268 番２ほか 

伊勢市営宇治第５駐車場 伊勢市宇治浦田１丁目 285 番３地先ほか

伊勢市営宇治第６駐車場 伊勢市宇治館町 361 番１地先ほか 

 

別表第２（第３条関係） 

駐車できる自動車 

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第３条に規定する普通自動車、

大型自動二輪車（側車付きのものに限る。）及び普通自動二輪車（側車

付きのものに限る。） 
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別表第３（第５条関係） 

１ 駐車料金 

区分 駐車料金(駐車 1 回につき) 

最初の１時間まで 無料 

１時間を超え２時間まで 500 円（ただし、午後５時から午前

７時までに入庫した場合は 100 円）

２時間を超える場合は、その

超える時間が 30 分までごと

に 

100 円 

  備考 この表において「駐車１回につき」とは、自動車が入庫したと

きから出庫するときまでとする。 

 ２ 駐車回数券 

券種 金額 

100 円券 100 枚 9000 円 
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 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部 

 

 

を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 21 号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の

一部を改正する条例 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正） 

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

（平成 17 年伊勢市条例第 30 号）の一部を次のように改正する。 

  第 10 条の２第２号中「第５条第 12 項」を「第５条第 13 項」に、「同

条第６項」を「同条第７項」に改める。 

第２条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を次のように改正する。 

  第 10 条の２第２号中「第５条第 13 項」を「第５条第 12 項」に改める。 

 （伊勢市放課後児童健全育成施設条例の一部改正） 

第３条 伊勢市放課後児童健全育成施設条例（平成 17 年伊勢市条例第 90

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第 34 条の７」を「第 34 条の８」に改める。 

 （伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部改正） 

第４条 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例（平成 17 年伊勢市

条例第 98 号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「第５条第７項」を「第５条第８項」に改める。 

第５条 伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第１条中「又は知的障害のある児童」を「、知的障害のある児童又は

精神に障害のある児童」に改める。 

  第４条第１号中「児童デイサービス（障害者自立支援法（平成 17 年法

律第 123 号。以下「支援法」という。）第５条第８項に規定する児童デ
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イサービスをいう。以下同じ。）に係る支援法第 22 条第 1 項」を「障害

児通所支援（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）

第６条の２第１項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。）に係

る法第 21 条の５の７第 1 項」に改め、同条第 2 号中「児童デイサービ

スに係る支援法第 22 条第 1 項」を「障害児通所支援に係る法第 21 条の

５の７第 1 項」に改め、同条第３号中「児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）」を「法」に、「児童デイサービス」を「障害児通所支援」に改

める。 

  第８条第３号中「支援法第 25 条第 1 項」を「法第 21 条の５の９第 1

項」に改める。 

  第９条第２項中「支援法第 29 条第３項」を「法第 21 条の５の３第２

項」に、「特定費用」を「通所特定費用」に改める。 

 （伊勢市障がい者就労支援施設条例の一部改正） 

第６条 伊勢市障がい者就労支援施設条例（平成 22 年伊勢市条例第 27 号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「第５条第 15 項」を「第５条第 16 項」に改める。 

第７条 伊勢市障がい者就労支援施設条例の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「第５条第 16 項」を「第５条第 15 項」に改める。 

（伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例の一部改正） 

第８条 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター条例（平成 17 年伊勢

市条例第 100 号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１号中「第５条第６項」を「第５条第７項」に改める。 

（伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正） 

第９条 伊勢市消防団員等公務災害補償条例（平成 17 年伊勢市条例第 209

号）の一部を次のように改正する。 

  第９条の２第１項第２号中「第５条第 12 項」を「第５条第 13 項」に、
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「同条第６項」を「同条第７項」に改める。 

第 10 条 伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正す

る。 

第９条の２第１項第２号中「第５条第 13 項」を「第５条第 12 項」に

改める。 

   附 則 

 この条例中第１条、第４条、第６条、第８条及び第９条の規定は公布の

日から、第２条、第３条、第５条、第７条及び第 10 条の規定は平成 24 年

４月１日から施行する。 
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 伊勢市総合支所設置条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 22 号 

   伊勢市総合支所設置条例等の一部を改正する条例 

 （伊勢市総合支所設置条例の一部改正） 

第１条 伊勢市総合支所設置条例（平成 17 年伊勢市条例第 15 号）の一部

を次のように改正する。 

第２条の表小俣総合支所の項中「小俣町新村」を「小俣町新村、野村

町」に改める。 

 （伊勢市支所設置条例の一部改正） 

第２条 伊勢市支所設置条例（平成 17 年伊勢市条例第 16 号）の一部を次

のように改正する。 

別表北浜支所の項中「、野村町」を削る。 

 （伊勢市農業委員会条例の一部改正） 

第３条 伊勢市農業委員会条例（平成 17 年伊勢市条例第 137 号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第３選挙区の項中「、野村町」を削り、同表第４選挙区の項中「小

俣町」の次に「、野村町」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の伊勢市農業委員会条例別表の規定は、こ

の条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙により選挙され

る委員の任期の起算日以後に選任される委員について適用し、この条例

の施行の日の前日までにその期日を告示された一般選挙により選挙さ

れた委員の任期満了後の日までに選任された委員については、なお従前

の例による。 
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 伊勢市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 23 号 

   伊勢市市税条例等の一部を改正する条例 

 （伊勢市市税条例の一部改正） 

第１条 伊勢市市税条例（平成 17 年伊勢市条例第 51 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第 34 条の７を次のように改める。 

  （寄附金税額控除） 

 第 34 条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第 314 条の７第１項第

１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を

支出した場合においては、法第 314 条の７第１項に規定するところに

より控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第１号に掲げる寄

附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を

加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の

第 34 条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超

えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

  (1) 所得税法第 78 条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第

３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）並びに租税

特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条の 18 の２第２項に規

定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次のいずれかに該当

するもの 

   ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体において収納された

もの 

   イ 県外に主たる事務所を有する法人で、県内に学校教育法（昭和

22 年法律第 26 号）第４条第１項に規定する認可を受けた学校、

同法第 130 条に規定する認可を受けた専修学校及び同法第 134 条
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第２項において準用する同法第４条第１項に規定する認可を受け

た各種学校を設置する法人において収納されたもの 

ウ 県外に主たる事務所を有する法人で、県内で社会福祉法（昭和

26 年法律第 45 号）第２条に規定する社会福祉事業を行う法人に

おいて収納されたもの 

エ 公益信託ニ関スル法律（大正 11 年法律第 62 号）第２条第１項

の規定により三重県知事又は三重県教育委員会の許可を受けた同

法第１条に規定する公益信託の信託財産とするために支出したも

の 

オ アからエまでに掲げるもののほか、規則で定めるもの 

 ２ 前項の特例控除額は、法第 314 条の７第２項に定めるところにより

計算した金額とする。 

  附則第７条の４を次のように改める。 

  （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

 第７条の４ 第 34 条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税

義務者が、法第 314 条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合

に該当する場合又は第 34 条の３第２項に規定する課税総所得金額、課

税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第 16 条の３第１項、附則第

16 条の４第１項、附則第 17 条第１項、附則第 18 条第１項、附則第 19

条第１項又は附則第 20 条の２第１項の規定の適用を受けるときは、第

34 条の７第２項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、

法附則第５条の５第２項に定めるところにより計算した金額とする。 

  附則第 16 条の３第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附 

則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の 

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 16 
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条の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前

段」を「、第 34 条の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 16 条の

３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  附則第 16 条の４第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附

則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 16

条の４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」

を「、第 34 条の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 16 条の４

第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  附則第 17 条第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第

７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の７第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 17 条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」を「、第 34 条

の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 17 条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  附則第 18 条第５項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第

７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の７第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 18 条

第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」を「、第 34 条

の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 18 条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  附則第 19 条第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第
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７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の７第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 19 条

第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」を「、

第 34 条の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 19 条第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  附則第 20 条の２第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附

則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 20

条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」

を「、第 34 条の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 20 条の２

第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

  附則第 20 条の４第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附

則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第 20

条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」を「、第

34 条の７第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 20 条の４第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削り、同条第５項第２号

中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４」を「及び附則第

７条の３の２第１項」に、「、第 34 条の７第１項中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに附則第 20 条の４第３項に規定する条約

適用配当等の額」と、同項前段」を「、第 34 条の７第１項前段」に改

め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第 20 条の４第３項の規定による市民税の所得割の
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額の合計額」と」を削る。 

 （伊勢市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 伊勢市市税条例の一部を改正する条例（平成 21 年伊勢市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第３項中「新条例第 34 条の７」を「伊勢市市税条例等の一部を

改正する条例（平成 23 年伊勢市条例第 号）による改正後の伊勢市市

税条例第 34 条の７」に、「同条第１項第３号」を「同条第１項第１号」

に、「第 41 条の 18 の３」」を「同条第３項」」に、「第 41 条の 18 の３並

びに」を「同条第３項及びに」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成 24 年１月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の伊勢市市税条例（以下「新条例」と

いう。）第 34 条の７の規定は、市民税の納税義務者が平成 23 年１月１

日以後に支出する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 314 条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金並びに新条例第 34 条の７第１項

第１号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。 
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 伊勢市学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 24 号 

   伊勢市学校設置条例の一部を改正する条例 

 伊勢市学校設置条例（平成 17 年伊勢市条例第 179 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の表小学校の部伊勢市立御薗小学校日赤分校の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年１月１日から施行する。 
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 伊勢市教育集会所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 25 号 

   伊勢市教育集会所条例の一部を改正する条例 

 伊勢市教育集会所条例（平成 17 年伊勢市条例第 188 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表中「伊勢市中須教育集会所」の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。 
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 伊勢市スポーツ振興審議会に関する条例及び伊勢市特別職の職員で非常 

 

 

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに 

 

 

公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 26 号 

   伊勢市スポーツ振興審議会に関する条例及び伊勢市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 （伊勢市スポーツ振興審議会に関する条例の一部改正） 

第１条 伊勢市スポーツ振興審議会に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第

196 号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    伊勢市スポーツ推進審議会条例 

  第１条中「スポーツ振興法(昭和 36 年法律第 141 号。以下「法」とい

う。)第 18 条」を「スポーツ基本法(平成 23 年法律第 78 号。以下「法」

という。)第 31 条」に、「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議

会」に改める。 

  第２条中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に改める。 

  第３条各号列記以外の部分中「法第４条第４項及び第 23 条」を「法第

35 条」に、「振興」を「推進」に改め、同条第７号中「振興」を「推進」

に改め、同号を同条第８号とし、同条第１号から同条第６号までを１号

ずつ繰り下げ、同条第２号の前に次の１号を加える。 

  (1) 法第 10 条第１項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。 

 （伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部改正） 

第２条 伊勢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成 17 年伊勢市条例第 36 号）の一部を次のように改正する。 

  別表 19 の項中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改め、同表

20 の項中「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の伊勢市スポーツ

振興審議会に関する条例第５条の規定により任命された伊勢市スポー

ツ振興審議会（以下「旧審議会」という。）の委員である者は、この条

例の施行の日に、第１条の規定による改正後の伊勢市スポーツ推進審議

会条例第５条の規定により審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、

第７条第１項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員として

の任期の残任期間と同一の期間とする。 
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 伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部を改正する条例をこ 

 

 

こに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

27



伊勢市条例第 27 号 

   伊勢市体育施設条例及び伊勢市都市公園条例の一部を改正する条例 

 （伊勢市体育施設条例の一部改正） 

第１条 伊勢市体育施設条例（平成 17 年伊勢市条例第 197 号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条の表伊勢市五十鈴公園多目的広場の項を削る。 

  別表中５の表を削り、６の表を５の表とし、７の表から 20 の表までを

1 表ずつ繰り上げる。 

 （伊勢市都市公園条例の一部改正） 

第２条 伊勢市都市公園条例（平成 17 年伊勢市条例第 159 号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条の次に次の 1 条を加える。 

  （占用物件） 

第６条の２ 都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 12 条第 10

号の条例で定める仮設の物件又は施設は、伊勢市五十鈴公園内におけ

る仮設の駐車場とする。 

  第 11 条の表伊勢市五十鈴公園の部伊勢市五十鈴公園多目的広場の項

を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに 

 

 

公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

29



伊勢市条例第 28 号 

   伊勢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 伊勢市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 113

号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「の遺族」の次に「(兄弟姉妹を除く。以下この項及び第

３項において同じ。）」を加え、同条第４項中「前３項」を「前各項」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前３項の規定にかかわらず、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は

祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹(死亡した者の死亡

当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)がいると

きは、その兄弟姉妹に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊勢市災害

弔慰金の支給等に関する条例第４条の規定は、平成 23 年３月 11 日以後に

生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用する。 
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 伊勢市休日・夜間応急診療所条例の一部を改正する条例をここに公布す 

 

 

る。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 29 号 

   伊勢市休日・夜間応急診療所条例の一部を改正する条例 

 伊勢市休日・夜間応急診療所条例（平成 17 年伊勢市条例第 128 号）の一

部を次のように改正する。 

 第 14 条第２項第５号を次のように改める。 

 (5) 伊勢赤十字病院長 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年１月１日から施行する。 
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 伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例をここに 

 

 

公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 30 号 

   伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」と

いう。）第 49 条の２の規定に基づき、特定用途制限地域内における特定

の建築物又は工作物の用途の制限等に関し必要な事項を定めることに

より、地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって本市におけ

る良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「基準時」とは、法第３条第２項の規定により

第４条本文の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の

規定により引き続き第４条本文の規定（同条の規定が改正された場合に

おいては改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。 

２ 前項の規定のほか、この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施

行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）で使用する用語の

例による。 

 （適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 20 条第１

項（同法第 21 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により、

特定用途制限地域として都市計画決定の告示をした区域において適用

する。 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 前条に規定する区域内においては、別表第１の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。た

だし、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条第１項に規定する都

市公園内における同法第２条第２項に規定する公園施設に該当する建築
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物においては、この限りでない。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第５条 法第３条第２項の規定により前条本文の規定の適用を受けない建

築物について、用途の変更（第７条第１号に規定する範囲内のものを除

く。）を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において

は、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前条本文の

規定は適用しない。 

２ 法第３条第２項の規定により前条本文の規定の適用を受けない建築物

について、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合に

おいては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前条

本文の規定は適用しない。 

 (1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、

増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地

面積に対してそれぞれ法第 52 条第１項、第２項及び第７項並びに法第

53 条の規定に適合すること。 

 (2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2 倍を

超えないこと。 

 (3) 増築後の前条本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の

床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2 倍を

超えないこと。 

(4) 用途の変更（第７条第１号に規定する範囲内のものを除く。）を伴

わないこと。 

 （建築物の敷地が２以上の地区にわたる場合の措置） 

第６条 建築物の敷地が２以上の地区にわたる場合における第４条の規定

の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地

の過半の属する地区に係る規定を適用する。 
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 （用途の変更に対する準用） 

第７条 法第 87 条第３項の規定により、この条例の規定を準用する場合に

おける同項第２号に規定する類似の用途の範囲については、令第 137 条

の 18 第３項の規定により、次に定めるものとする。 

 (1) 令第 137 条の 17 第８号から第 11 号まで及び令第 137 条の 18 第１項

各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号

に掲げる他の用途であること。  

(2) 用途変更後の第４条本文の規定に適合しない用途に供する建築物

の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の

1.2 倍を超えないこと。 

 （公益上必要な建築物等の特例） 

第８条 第４条本文の規定にかかわらず、市長が当該区域における合理的

な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上や

むを得ないと認めて許可した建築物については、同条の規定は適用しな

い。 

２ 市長は、前項の規定による許可（以下「特例許可」という。）をする場

合においては、あらかじめ伊勢市都市計画審議会（伊勢市都市計画審議

会条例(平成 17 年伊勢市条例第 157 号)第 1 条の規定に基づき設置する

伊勢市都市計画審議会をいう。）の意見を聴かなければならない。ただ

し、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする

場合で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、この限

りでない。 

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内における

ものであること。 

 (2) 増築又は改築後の第４条本文の規定に適合しない用途に供する建築

物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の
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床面積の合計を超えないこと。 

３ 市長は、特例許可をする場合においては、第１条の目的を達成するた

めに必要な条件を付することができる。 

 （工作物への準用） 

第９条 別表第２に掲げる工作物（土木事業その他の事業に一時的に使用

するためにその事業中臨時にあるもの及び同表に掲げる工作物（ただし、

令第 138 条第２項各号に掲げる工作物を除く。）で建築物の敷地（法第３

条第２項の規定により第４条本文の規定の適用を受けない建築物につい

ては、基準時における敷地をいう。）と同一の敷地内にあるものを除く。）

については、第４条から第６条まで及び前条の規定を準用する。この場

合において、第５条第２項第２号及び第３号並びに前条第２項第２号中

「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替える。 

 （委任） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 （罰則） 

第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処す

る。 

 (1) 第４条本文（第９条において準用する場合を含む。）の規定に違反し

た場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主 

 (2) 法第 87 条第２項において準用する第４条本文（第９条において準用

する場合を含む。）の規定に違反した場合における当該建築物又は工作

物の所有者、管理者又は占有者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 
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   附 則 

 この条例は、平成 24 年４月 10 日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

特定用途制限地域の種別 建築してはならない建築物 

自然環境地区 (1) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部

分の床面積の合計が 150 平方メートルを超

えるもの又は３階以上の部分をその用途

に供するもの 

(2) 事務所の用途に供する部分の床面積の

合計が 150 平方メートルを超えるもの又は

３階以上の部分をその用途に供するもの  

(3) 法別表第２(に)の項第２号（次のアから

エまでに掲げる建築物を除く。)、第３号

及び第５号に掲げるもの 

ア 農産物の処理又は加工に必要な施設

で規則で定めるもの 

イ 法別表第２(と)の項第３号(４)及び

(５)並びに(り)の項第３号(16)に掲げ

るもの。ただし、原動機を使用する場

合にあっても、その出力の合計を問わ

ない。 

ウ 令第 130 条の３第４号及び第７号に掲

げる建築物で、その用途に供する部分の

床面積の合計が 50 平方メートル以内の

もの。ただし、原動機を使用する場合に
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 あっても、その出力の合計を問わない。

エ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類する食品製造業を営むもの

(法別表第２(と)の項第３号(２の２)又

は(４の４)に該当するものを除く。)で、

作業場の床面積の合計が 50 平方メート

ル以内もの（原動機を使用する場合にあ

っては、その出力の合計が 0.75kw を超

えるものに限る。） 

(4) 法別表第２(ほ)の項第２号及び第３号

に掲げるもの 

(5) 法別表第２(へ)の項第３号及び第５号

に掲げるもの 

(6) 法別表第２(と)の項第４号に掲げるも

の。ただし、その数量を問わないものとし、

(3)アからエまでに掲げる建築物におい

て、法別表第２（と）の項第４号に規定す

る危険物を貯蔵又は処理する場合を除く。

(7) 法別表第２(ち)の項第２号及び第３号

に掲げるもの 

第一種田園・集落地区 (1) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部

分の床面積の合計が 150 平方メートルを超

えるもの又は３階以上の部分をその用途

に供するもの  

(2) 事務所の用途に供する部分の床面積の

合計が 150 平方メートルを超えるもの又は
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 ３階以上の部分をその用途に供するもの  

(3) 法別表第２(に)の項第２号（次のアから

ウまでに掲げる建築物を除く。)から第５

号に掲げるもの 

ア 農産物の処理又は加工に必要な施設

で規則に定めるもの 

イ 令第 130 条の３第４号及び第７号に掲

げる建築物で、その用途に供する部分の

床面積の合計が 50 平方メートル以内の

もの。ただし、原動機を使用する場合に

 あっても、その出力の合計を問わない。

ウ パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類する食品製造業を営むもの

(法別表第２(と)の項第３号(２の２)又

は(４の４)に該当するものを除く。)で、

作業場の床面積の合計が 50 平方メート

ル以内もの（原動機を使用する場合にあ

っては、その出力の合計が 0.75kw を超

えるものに限る。） 

(4) 法別表第２(ほ)の項第２号及び第３号 

に掲げるもの 

(5) 法別表第２(へ)の項第３号及び第５号

に掲げるもの 

(6) 法別表第２(と)の項第４号に掲げるも

の。ただし、その数量を問わないものとし、

(3)アからウまでに掲げる建築物におい
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 て、法別表第２（と）の項第４号に規定す

る危険物を貯蔵又は処理する場合を除く。

(7) 法別表第２(ち)の項第２号及び第３号

に掲げるもの 

第二種田園・集落地区 (1) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部

分の床面積の合計が 3000 平方メートルを

超えるもの 

(2) 法別表第２(に)の項第４号に掲げるも

の 

(3) 法別表第２(に)の項第３号及び第５号

に掲げる建築物で、その用途に供する部分

の床面積の合計が 3000 平方メートルを超

えるもの 

(4) 法別表第２(ほ)の項第２号及び第３号

に掲げるもの 

(5) 法別表第２(へ)の項第３号及び第５号

に掲げるもの 

(6) 法別表第２(ち)の項第２号及び第３号

に掲げるもの 

幹線道路沿道流通・業務

地区 

(1) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部

分の床面積の合計が 3000 平方メートルを

超えるもの 

(2) 法別表第２(と)の項第５号に掲げるも

の 

(3) 法別表第２(ち)の項第２号に掲げるも
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 の 

低層住居専用地区 法別表第２(い)の項に掲げる建築物以外の用

途に供するもの 

サンアリーナ周辺地区 (1) 法別表第２(を)の項第２号から第４号

及び第６号に掲げるもの 

(2) 店舗又は飲食店 

(3) 法別表第２(ほ)の第２号及び第３号に

掲げるもの 

(4) 法別表第２(る)の項第１号、第３号、第

５号及び第６号に掲げるもの 

(5) 法別表第２(い)の項第５号に掲げるも

の 

(6) 法別表第２(は)の項第４号に掲げるも

の 

 

別表第２（第９条関係） 

特定用途制限地域の種別 建築してはならない工作物 

自然環境地区 (1) 法別表第２(り)の項第３号(13)又は(13

の２)の用途に供する工作物及び同表(ぬ)

の項第１号(21)の用途に供する工作物 

(2) 令第 138 条第２項各号に掲げる工作物 

第一種田園・集落地区 (1) 法別表第２(り)の項第３号(13)又は(13

の２)の用途に供する工作物及び同表(ぬ)

の項第１号(21)の用途に供する工作物 

(2) 令第 138 条第２項各号に掲げる工作物 
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第二種田園・集落地区 令第 138 条第２項各号に掲げる工作物 

幹線道路沿道流通・業務

地区 

令第 138 条第２項各号に掲げる工作物 

低層住居専用地区 (1) 法別表第２(り)の項第３号(13)又は(13

の２)の用途に供する工作物及び同表(ぬ)

の項第１号(21)の用途に供する工作物 

(2) 自動車車庫の用途に供する工作物で、次

のア及びイに掲げるもの 

ア 築造面積が 50 平方メートルを超える

もの 

イ 低層住居専用地区にある建築物に附

属するもので、築造面積に同一敷地内に

ある建築物に附属する自動車車庫の用

途に供する建築物の部分の延べ面積の

合計を加えた値が 600 平方メートル(同

一敷地内にある建築物（自動車車庫の用

途に供する部分を除く。）の延べ面積の

合計が 600 平方メートル以下の場合にお

いては、当該延べ面積の合計）を超える

もの（築造面積が 50 平方メートル以下

のものを除く。） 

(3) 高さが８メートルを超えるサイロその

他これに類する工作物のうち飼料、肥料、

セメントその他これらに類するものを貯

蔵するもの 
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 (4) 令第 138 条第２項各号に掲げる工作物 
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 伊勢市特別用途地区における建築物の制限に関する条例をここに公布す 

 

 

る。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 31 号 

伊勢市特別用途地区における建築物の制限に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」と

いう。）第 49 条第１項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物

の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「基準時」とは、法第３条第２項の規定により

第４条の規定の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定

により引き続き第４条の規定（同条の規定が改正された場合においては

改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。 

２ 前項の規定のほか、この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施

行令（昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。）で使用する用語の

例による。 

 （適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 20 条第１

項（同法第 21 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により、

特別用途地区として都市計画決定の告示をした区域において適用する。 

 （特別用途地区内の建築制限） 

第４条 前条に規定する区域内においては、別表の左欄に掲げる区分に応

じ、同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第５条 法第３条第２項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物

について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をす

る場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわら

ず、前条の規定は適用しない。 
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２ 法第３条第２項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物につ

いて、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合におい

ては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前条の規

定は適用しない。 

 (1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、

増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地

面積に対してそれぞれ法第 52 条第１項、第２項及び第７項並びに法第

53 条の規定に適合すること。 

 (2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2 倍を

超えないこと。 

 (3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面

積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2 倍を超え

ないこと。 

(4) 用途の変更を伴わないこと。 

 （公益上必要な建築物等の特例）  

第６条 第４条の規定にかかわらず、市長が次の各号のいずれかに該当す

ると認めて許可した建築物については、同条の規定は適用しない。 

(1) 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内

容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するお

それがないもの 

(2) 安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上の有害の度が低いも

の 

(3) 公益上やむを得ないもの 

２ 市長は、前項の規定による許可（以下「特例許可」という。）をする場

合においては、あらかじめ伊勢市都市計画審議会（伊勢市都市計画審議

会条例(平成 17 年伊勢市条例第 157 号)第 1 条の規定に基づき設置する
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伊勢市都市計画審議会をいう。）の意見を聴かなければならない。ただ

し、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする

場合で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、この限

りでない。 

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内における

ものであること。 

 (2) 増築又は改築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の

部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面

積の合計を超えないこと。 

３ 市長は、特例許可をする場合においては、建築物又はその敷地を交通

上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他

必要な条件を付することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 （罰則） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。 

 (1) 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

 (2) 法第 87 条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合に

おける当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が

その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年４月 10 日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

特別用途地区 建築してはならない建築物 

大規模集客施設制限地区 法別表第２(わ)の項に掲げる建築物 
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 伊勢市景観条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 32 号 

   伊勢市景観条例の一部を改正する条例 

 伊勢市景観条例（平成 21 年伊勢市条例第 14 号）の一部を次のように改

正する。 

 第９条第３項中「法第８条第２項第３号」を「法第８条第２項第２号」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例の一部を改 

 

 

正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市条例第 33 号 

   伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例の一部 

を改正する条例 

 伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の設置等に関する条例（平成 17

年伊勢市条例第 94 号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「法第８条第 18 項」を「法第８条第 19 項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。 
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 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例をこ 

 

 

こに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

54



伊勢市条例第 34 号 

   市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第

39 号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の２項を加える。 

14 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

（平成 23 年伊勢市条例第 号。以下「平成 23 年改正条例」という。）

の施行の日に現に在任する市長の平成 24 年１月から平成 24 年３月まで

の間に支給する給料の額は、第 1 条第 1 号の規定にかかわらず、同号に

規定する給料の月額から当該額の 100 分の 100 に相当する額を減じた額

とする。 

15 前項の場合において、平成 23 年改正条例の施行の日に現に在任する市

長の平成 24 年１月から平成 24 年３月までの間に支給する退職手当の額

については、第４条第３項の規定にかかわらず、同項中「給料月額」と

あるのは「附則第 14 項の規定による給料の月額」と読み替えて適用す

る。 

   附 則 

 この条例は、平成 24 年１月１日から施行する。 
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 伊勢市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 23 年 12 月 28 日 

 

 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     
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伊勢市規則第 47 号 

   伊勢市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 伊勢市市税条例施行規則（平成 17 年伊勢市規則第 44 号）の一部を次の

ように改正する。 

 第８条の２中「第 34 条の７第１項第３号オ」を「第 34 条の７第１項第

１号オ」に、「第 25 条の２第１項第３号ホ」を「第 25 条の２第３号ホ」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成 24 年１月１日から施行する。 
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伊勢市体育指導委員に関する規則の一部を改正する規則を次のように 

定める。 

 

 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

伊 勢 市 教 育 委 員 会 

委員長 楠 田 英 子 
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伊勢市教育委員会規則第５号 

伊勢市体育指導委員に関する規則の一部を改正する規則 

伊勢市体育指導委員に関する規則（平成 17 年伊勢市教育委員会規則第

33 号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  伊勢市スポーツ推進委員に関する規則 

 第１条中「スポーツ振興法(昭和 36 年法律第 141 号)第 19 条第２項」を

「スポーツ基本法(平成 23 年法律第 78 号)第 32 条第２項」に、「体育指導

委員」を「スポーツ推進委員」に改める。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「体育指導委員」を「スポーツ推進

委員」に、「振興」を「推進」に改め、同項第６号中「振興」を「の推進」

に改め、同号を同項第７号とし、同項中第５号を第６号とし、第２号から

第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号を第２号とし、同号の前に次の１

号を加える。 

(１) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。 

 第２条第２項中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改める。 

 第３条から第７条までの規定中「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」

に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

伊 勢 市 教 育 委 員 会 

委員長 楠 田 英 子 
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伊勢市教育委員会規則第６号 

   伊勢市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 伊勢市体育施設条例施行規則（平成 17 年伊勢市教育委員会規則第 34 号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第２伊勢市五十鈴公園多目的広場の項を削る。 

伊勢市五十鈴公園球技広場 別表第３中 
「

を 
伊勢市五十鈴公園多目的広場

」

                に改める。 
「

伊勢市五十鈴公園球技広場
」

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部を改正する規則を次のように 

定める。 

 

 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

伊 勢 市 教 育 委 員 会 

委員長 楠 田 英 子 
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伊勢市教育委員会規則第７号 

   伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部を改正する規則 

伊勢市教育委員会事務局等処務規則（平成 17 年伊勢市教育委員会規則

第８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項の表生涯学習・スポーツ課の部スポーツ振興係の項第１号

中「スポーツ振興審議会、体育指導委員」を「スポーツ推進審議会、スポ

ーツ推進委委員」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢市立の小学校及び中学校の就学すべき学校の指定に関する規則の 

一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

伊 勢 市 教 育 委 員 会 

委員長 楠 田 英 子 
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伊勢市教育委員会規則第８号 

   伊勢市立の小学校及び中学校の就学すべき学校の指定に関する規 

   則の一部を改正する規則 

 伊勢市立の小学校及び中学校の就学すべき学校の指定に関する規則（伊

勢市教育委員会規則第 15 号）の一部を次のように改正する。 

 別表御薗小学校日赤分校の項を削る。 

  附 則 

 この規則は、平成 24 年１月１日から施行する。 
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 市立伊勢総合病院事務分掌規程等の一部を改正する規程を次のように定

める。 

 

 

 

  平成23年12月28日 

 

 

 

            伊勢市病院事業管理者 間島 雄一 
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伊勢市病院事業管理規程第８号 

   市立伊勢総合病院事務分掌規程等の一部を改正する規程 

 （市立伊勢総合病院事務分掌規程の一部改正） 

第１条 市立伊勢総合病院事務分掌規程（平成17年伊勢市病院事業管理規

程第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中第９号を第10号とし、第６号から第８号までを１号ず

つ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

  (6) 作業療法室 

  第４条の表理学療法室の項の次に次のように加える。 

 作業療法室 

  (1) 作業療法の実施及び指導に関すること。 

  (2) 作業療法の研究に関すること。 

 （伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程の一部改正） 

第２条 伊勢市病院企業職員の職名等に関する規程（平成 17 年伊勢市病

院事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表中職員の部理学療法士の項の次に次のように加える。 

 作業療法士 

 （伊勢市病院企業職員被服貸与規程の一部改正） 

第３条 伊勢市病院企業職員被服貸与規程（平成 17 年伊勢市病院事業管

理規程第 10 号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「理学療法士」を「理学療法士及び作業療法士」に改める。 

 （伊勢市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第４条 伊勢市病院企業職員の給与に関する規程（平成 17 年伊勢市病院

事業管理規程第 16 号）の一部を次のように改正する。 

  別表第５初任給基準表の表病院企業一般職給料表の部理学療法士の項

の次に次のように加える。 
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大学卒 ２級５号給 
作業療法士 

短大３卒 １級 33 号給 

 附 則 

 この規程は、平成24年１月１日から施行する。 
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伊勢市告示第 139 号 

 

 伊勢市農業委員会第９回総会を次のとおり招集します。 

 

  平成 23 年 12 月 16 日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

 

１ 招集の日時  平成 23 年 12 月 20 日（火）午後１時 30 分 

 

２ 招集の場所  伊勢市立御薗公民館 ２階講堂 

 

３ 付議すべき事項 

議案第１号 伊勢市農業委員会会長の互選について 

議案第２号 伊勢市農業委員会会長職務代理者の互選について 

議案第３号 伊勢市農業委員会部会委員の互選について 

議案第４号 伊勢市農業委員会農地部会長及び同職務代理者並びに

農業振興部会長及び同職務代理者の選任について 

議案第５号 三重県農業会議会議員の指名について 
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伊勢市教育委員会告示第 15 号 

 伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

  平成 23 年 12 月 19 日 

 

                    伊 勢 市 教 育 委 員 会 

                    委員長 熊 谷  渉 

 

記 

 

１ 日 時  平成 23 年 12 月 26 日（月）午後７時 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室 

３ 会議に付する事件 

発議第 １号 委員長選挙について 

発議第 ２号 委員長職務代理者の指定について 

   議案第 30 号 伊勢市体育指導委員に関する規則の一部改正について 

   議案第 31 号 伊勢市体育施設条例施行規則の一部改正について 

   議案第 32 号 伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部改正につい 

          て 

 

 

 

＊発議第１号及び第２号は人事に関する事件につき、非公開になると見込ま

れます。 
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伊勢市上下水道事業告示第 39 号 

 

 伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第

177 号）第５条の規定により、次のとおり公共下水道事業受益者負担金の

平成 23 年度賦課対象区域を定めたので告示します。 

  

 平成 23 年 12 月 22 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 

平成 24 年度賦課対象区域 

１ いせ第２負担区 

吹上１丁目、船江１丁目、本町、一之木１丁目、大世古１丁目、 

曽祢１丁目の各一部 

２ いせ第３負担区 

岡本３丁目、豊川町、宮町２丁目、常磐１丁目、小木町の各一部 
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伊勢市公告第 81 号 

 

 伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成 17 年伊勢市条例第 106

号）第 13 条第１項第４号の規定に基づき、次の者の印鑑登録を抹消しまし

たので、同条第２項の規定により公告します。 

 

  平成 23 年 12 月 16 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 抹消年月日 

平成 23 年 11 月 16 日 

２ 抹消対象者の住所及び氏名 

住    所 氏   名 印鑑登録番号

伊勢市朝熊町 1030 番地２ 堀井 みと 317963 
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伊勢市公告第 82 号 

 

住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第８条の規定により、次の者

の住民票を職権で消除しましたので、住民基本台帳法施行令（昭和 42 年政

令第 292 号）第 12 条第４項の規定により公告します。 

 

  平成 23 年 12 月 16 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 職権消除年月日 

平成 23 年 12 月 9 日 

２ 職権消除対象者の住所及び氏名 

住       所 氏   名 

伊勢市御薗町長屋 550 番地１ 浦田 勝 

伊勢市御薗町長屋 550 番地１ 本間 恵美子 
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伊勢市公告第 83 号 

 

伊勢市地域農業の振興に関する計画を変更するので、農業振興地域の整

備に関する法律施行規則（昭和 44 年農林省令第 45 号）第４条の４第１項

第 27 号のロの規定により公告し、当該計画案をその公告の日から 30 日間

縦覧に供します。 

本市に住所を有する者は、当該計画案に対し意見があるときは、縦覧期

間満了日までに市に意見書を提出することができます。 

 

  平成 23 年 12 月 20 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 伊勢市地域農業の振興に関する計画案の縦覧期間 

  自 平成 23 年 12 月 20 日 

  至 平成 24 年１月 20 日 

 

２ 伊勢市地域農業の振興に関する計画案の縦覧場所及び意見書の提出先 

   伊勢市産業観光部 農林水産課 御薗総合支所１階 

郵送 〒516-8501 

伊勢市御薗町長屋 1221 番地 伊勢市役所 農林水産課 

ＴＥＬ 0596－22－0370 

ＦＡＸ 0596－21－5605 

電子メール nourin@city.ise.mie.jp

 

３ 意見書の提出方法、提出にあたっての留意事項 

  意見書は、提出先に直接持参するか、郵送、ファクシミリ又は電子メ

ールで提出してください。 

意見の要旨及び住所、氏名及び電話番号（法人にあっては、その名称、

代表者氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号）を明記してください。 
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伊勢市公告第 84 号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 23 年 12 月 22 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市朝熊町 雑種 茶 雄 中 
91 日 

以上 
 

２ 抑留した日 平成 23 年 12 月 21 日 

３ 抑留期限  平成 23 年 12 月 27 日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 

 

 

76



伊勢市公告第 85 号 

 

   犬の抑留について 

 

 次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定に

より抑留した旨の通知が三重県伊勢保健福祉事務所長からありましたので、

同条第８項の規定により公告します。 

 

  平成 23 年 12 月 27 日 

 

             伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

１ 抑留した犬 

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 伊勢市御薗町長屋 柴犬 茶 雄 中 
91 日 

以上 
 

２ 抑留した日 平成 23 年 12 月 26 日 

３ 抑留期限  平成 24 年１月６日 

４ 連絡先 

  伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541） 

  三重県伊勢保健福祉事務所保健衛生室（衛生指導課）（電話 0596-27-5151） 
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伊勢市公告第 86 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

平成 23 年 12 月 28 日 

 

                 伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。 
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